
指定整備窓口における手数料納付方法について

◇ハイブリッド申請(電子保適)

自動車検査証の備考欄に
手数料を貼付してください。

保安基準適合証の空欄に
手数料を貼付してください。

◇書面のみの申請(紙保適)

※小型二輪自動車及び大型特殊自動車は除く。

令和３年１０月より「技術情報管理手数料(※) 」が必要となります。

（注） 自動車検査登録印紙では
ありません。ご注意ください。
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